
開設オフィスの雇用にかかる経費を支援 雇用奨励事業補助の概要

≪ 補 助 対 象 者 ≫ ☆オフィス開設事業の交付決定者

新規雇用枠 ： 新たに日光市民を正社員（※）として雇用

移住者枠 ： 役員等または既存正社員が日光市に転入

※正社員とは、労働契約期間の定めがなく、所定労働時間が週30時間を超える直接雇用の社員を指します。

20万円/１名 1事業者当たりの上限額200万円（10名分）
※申請から2年間内に上限人数分の範囲で複数回の申請が可能です。

☆オフィス開始日の3か月前から後1年6か月を経過する期間内に、次のいずれかに
 該当する者の雇用実績があること。（6か月以上の継続雇用が要件）

≪ 補 助 対 象 事 業 ≫

≪ 補 助 金 額 ≫

交付申請
日光市企業オフィス等立地支援事業費補助金（雇用奨励）

 交付申請書（様式第２号）に必要書類を添えて申請

書類審査
提出された申請書類を審査します。

補助金交付決定
日光市企業オフィス等立地支援事業費補
助金(雇用奨励）交付（不交付）を決定

２

３

補助金請求
日光市企業オフィス等立地支援事業費補助金（雇用奨励）

  交付請求書（様式第4号）提出

５補助金支払い
請求に基づき補助金を支出します。

補助金交付決定受領
補助金(雇用奨励）交付決定通知書受領後

  請求手続き

４

６

６
か
月
以
上

確認
※上限に達しておらず、該当者がいる場合は次年度も該当
   者分の申請が必要です。（申請は各年度1回）
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雇用の日又は転入の日から、
6カ月以上勤務されてから申
請が可能になります。

！

雇用または転入
日光市民の正社員を雇用、または移転前からの

役員又は正社員が日光市内に転入

★ オフィス開設

申 請

交付決定通知

請 求

支 払 い

日光市（商工課） 事業者の皆さま
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≪ 手 続 き の 流 れ ≫

交付決定通知
が届いたら

雇用奨励事業提出書類

補助金交付申請書（様式第２号）

雇用状況説明書兼同意書（様式第３号）

(１) 対象者に賃金を支払ったことを証する書類

(２) 対象者の雇用形態及び雇用保険への加入を証する書類

(３) 対象者の住民票の写し

(４) オフィス等開設事業に係る補助金交付決定通知書の写し 

(５) その他市長が必要と認める書類

≪申請時に必要な書類≫ ≪請求時に必要な書類≫

補助金（雇用奨励）交付請求書（様式第4号）
※雇用奨励事業補助金等交付決定通知書の写しを添付

雇用奨励事業はオフィス開設事業の交付決定者が補助対象者になります。

該当する費用ごとに手続きが必要になります。


